
３月31日㈫若草分室を廃止します
　住民票の写しや印鑑登録証明書などの発行
業務を行っている鷲別支所若草分室（室蘭信
用金庫若草支店内）は利用実績などから、３
月31日㈫をもって廃止します。
　今後につきましては、市役所本庁舎や各支
所、マイナンバーカードを使用したコンビニ
交付サービスなどをご利用ください。
▶問い合わせ　鷲別支所（☎�６１１１）
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こんなとき 被保険者の種別 手続き先

学生など、厚生年金に加入していない方
が20歳になったとき 未加入⇒第１号

年金・長寿
医療グルー
プ、各支所

第２号被保険者に扶養されている配偶者
が20歳になったとき 未加入⇒第３号 配偶者の勤

務先
配偶者が就職して第２号被保険者になり、
その第２号被保険者に扶養されるように
なったとき

第１号⇒第３号 配偶者の勤
務先

第２号被保険者が60歳になる前に、会社
などを退職したとき 第２号⇒第１号

年金・長寿
医療グルー
プ、各支所

第２号被保険者である方が会社などを退
職し、第２号被保険者である配偶者に扶
養されるようになったとき

第２号⇒第３号 配偶者の勤
務先

第２号被保険者（配偶者）に扶養されて
いた方で、その配偶者が退職したとき

第３号⇒第１号
年金・長寿
医療グルー
プ、各支所

年金受給資格がある第２号被保険者（配
偶者）が65歳になり、その配偶者に扶養
されていた方が60歳未満のとき
パート収入が130万を超えたときなど、
配偶者の扶養から外れるようになったと
き

こんなときには、国民年金の手続きが必要です

加入種別

　日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満
の方で、厚生年金保険に加入していない方
は、国民年金に加入する義務があります。
国民年金には加入種別があり、本人や配偶
者の就職・転職・結婚などで変更となった
場合は手続きが必要です。手続きをしなか
った場合は、基礎年金（老齢・障害・遺族）
を受け取れなくなることもあるため、必ず
手続きをしましょう。

・・�第１号被保険者…自営業者や学生など
・・�第２号被保険者…厚生年金に加入して
いる会社員や公務員

・・�第３号被保険者…第２号被保険者に扶
養されている配偶者（収入が一定額を
超えない方）

▶�問い合わせ　年金・長寿医療グループ
� （☎�２１３７）

14 ２０２０．３月号 � くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド

『
申
し
込
み
』

　
　
　
　
　
　
　
中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
い
合
わ
せ
』


